
全 国 標 準 化 に 伴 い
申告書が変更となりました。

申告の際は下記の点にご注意下さい。
●減少用申告書が廃止となりました
例年同封されている減少用申告書（赤字・赤枠）は、増
加減少用申告書へ変更となりましたが、誤った申告防止、
受付の観点から当町では今年度同封を行っておりません。
●増加減少がある場合の方
種類別明細書（（全資産用・プレ申告用）（緑文字・緑
枠））の向かって右から2番目に新たに異動区分が新設さ
れました。異動理由に応じて区分の列（黄色枠）に数字と
対象資産、取得価格等必要事項を記入して下さい。

異動区分
※下記のいずれかの数字を記入して下さい

「1」増加
資産の増加があった場合
「2」減少
資産の減少があった場合
「3」訂正
資産の訂正があった場合

●異動区分に数字の記載がない場合
異動内容確認のために、ご連絡をさせていただく場合が
あります。

この列に右側（異動区分）の
数字を記入して下さい。

●その他主な変更点について
申告書の右下に「20資産の増減なし」の欄が新設されました。

資産の増減が無い場合は対象の欄に✓を記入して下さい。

ご不明な点がございましたら町民税務課までご連絡ください。
町民税務課 資産税係 ☎0240-23-6101


